
  

経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会要綱 

（令和 6年 2月 8日局長決裁） 

 (設置) 

第１条 森林経営管理法第 36 条第３項の規定による経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定

について、公正な方法により行うとともに選定過程の透明化を図るため、経営管理実施権の設定を受

ける民間事業者の選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。 

 

 (所掌事項) 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を処理するものとする。 

 (１) 民間事業者の企画提案書の審査及び民間事業者の選定に関すること。 

 (２) 審査に必要な事項に関すること。 

 

 (委員) 

第３条 委員会は、仙台市経済局農林部農林土木課長の他、宮城県仙台地方振興事務所林業振興部、一

般社団法人宮城県林業公社（宮城県市町村森林経営管理サポートセンター）森林整備支援室、宮城

県林業振興協会の組織が推薦する者（各組織１名）を委員に充て構成する。 

 

 (委員の任期) 

第４条 委員の任期は、第２条に定める任務が終了するまでとする。 

２ 委員に欠員が生じた場合には、前任者の所属する組織から補欠の委員を選任できるものとし、補欠

委員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

 (委員長及び副委員長) 

第５条 委員会に委員長を置き、委員長は仙台市経済局農林部農林土木課長をもって充て、副委員長は

宮城県仙台地方振興事務所林業振興部の組織が推薦する委員をもって充てる。 

２ 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。 

３ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。 

 

 (会議) 

第６条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。 

３ 委員は、委員会に出席できない場合、代理の者を出席させることができる。 

４ 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 

５ 委員長は、必要と認めるときは、会議を召集せず、委員に回議してこれに代えることができる。 

 

 (委員以外の出席) 

第７条 委員長は、必要に応じて委員以外の者を出席させて、意見又は説明を聞くことができる。 

 

 

 

 



 (庶務) 

第８条 委員会の庶務は、仙台市経済局農林部農林土木課において処理する。 

 

 (その他) 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定め

る。 

   

 附 則 

 この要綱は、令和 ６年 ２月１３日から施行する。 

 

 

 


